
平田地区
復興まちづくり協議会・地権者連絡会

令和２年６月29日
18:30～

開催場所：平田集会所
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１．市長からの挨拶

３

２. 本日の趣旨とこれまでのふりかえり

本日は、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。
今回の復興まちづくり協議会で特にご説明したい点は以下のとおりです。

○上平田川水門の整備工事について

○下平田水門周辺の造成工事について

○街区公園の整備について

○土地区画整理事業の換地処分に向けて（今後の流れ）

平田地区では「復興まちづくり協議会・地権者連絡会」を、これまで10回

開催させていただいており、その中での主だった項目を御説明いたします。



○平成25年6月30日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会

○平成25年9月26日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会

○平成26年5月30日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会

○平成26年8月28日 工事説明会

○平成26年12月14日 公開試験盛土見学会

○平成27年3月10日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会

○平成27年11月21日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会

○平成28年3月17日 工事説明会

○平成29年1月27日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会

○平成29年10月20日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会

○平成30年1月26日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
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○平成30年８月31日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会

○平成31年1月17日 工事説明会（旧釜石商業高校跡地周辺の道路拡幅工事）

○令和元年10月10日 工事進捗状況説明会

○令和元年12月23日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・上平田川水門の整備について
・旧釜石商業高校周辺の道路の整備について
・宅地の整備状況について
・土地区画整理事業の換地処分に向けて（今後の流れ）

○令和２年１月10日 街区公園整備説明会・意見交換会（１回目）

○令和２年３月27日 街区公園整備説明会・意見交換会（２回目）

○令和２年４月19日 街区公園整備説明会・意見交換会（３回目）

○令和２年６月29日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会（今回）

５
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平田地区の計画図

♦安全・安心の確保
①施工後の県道桜峠平田線より南側については
最大５ｍ程度かさ上げ。

②国道４５号を最大2m程度かさ上げ。(宅地は
平均0.8mのかさ上げ)

③下平田川沿いの南北方向に９ｍの生活道路(区
画道路)を整備するとともに、全ての宅地が区
画道路に接道するように配置

④水門及び防潮堤(標高6.1m)を整備
⑤市民の憩いの場を提供するための公園整備
⑥道路整備に併せて上下水道施設を整備
⑦避難路・避難場所の整備
⑧見守り等地域ネットワークの構築
⑨ごみ箱の整備
⑩街路灯・防犯灯の整備
⑪消火栓・防火水槽の設置
♦公共施設等の整備
①生活応援センター、平田こども園、集会施設、
消防屯所の整備

②駐在所の移設(上平田へ)
③岩手大学水産システム学コース・水産系大学院
の設置

④岩手県立釜石祥雲支援学校の移設候補地
♦産業の再生
①漁港の復旧、漁港施設の整備、漁船の確保、
養殖漁場や漁業関連施設等整備

【計画の考え方】

国道45号

県道桜峠平田線

上平田川

消防屯所

平田集会所

平田こども園

平田駅

土地区画整理事業
22.9ha

災害危険区域

平田漁港海岸防潮堤

平田
小学校

上平田川水門

下平田川



平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

土砂搬入

撤去工

造成・道路・埋設管等工事 ➡ 完成後宅地引渡し

上水道・下水道工事

国道45号工事

仮
換
地
指
定

※ 状況に応じて変更することがあります。

平田漁港海岸整備工事（防潮堤・水門） R2.6津波防護機能発現

全体のスケジュール 平田地区

現在

屯所建設

集会所建設

換
地
処
分

７

災害危険区域内の造成
工事及び公園整備

旧商業高校周辺
道路整備工事

上平田川水門整備工事

避難階段整備

：完了 ：R1年12月まち協スケジュール ：現在スケジュール ：新規工事

（設計含）



基 礎 工 事

（ 杭 打 設 ）

本 体 工 事

（翼壁、操作台、扉体、機械設備、土砂撤去等）

右 岸 堤 防 工 事

（ 操 作 室 、 右 岸 堤 防 等 ）

左 岸 堤 防 工 事

（左岸堤防、仮設撤去工等）

令和２年度

126 7 8 119 105 6 7 8 9 10 39 10 11 12 1 23 4 5 6 7 81 2
工　　　事

令和元年度平成30年度

11 12 4 5

３．上平田川水門の整備について

８

上平田川水門工事の整備スケジュールについて

◼ 上平田川水門の工事完了時期は、令和２年10月となる予定です。
【遅延理由】

・令和元年台風第19号被害により、上平田川の河床に大量の土砂等が堆積したことから、当初予定
よりも広範囲で土砂撤去する工事としたため、工期に遅れが生じます。

・新型コロナウィルスの影響により、一部機械の納入が遅れ、工期に遅れが生じます。

※各工事のスケジュールは、前後する可能性があります。

【令和２年５月時点のスケジュール】 黄色部：前回まち協スケジュール 赤色部：スケジュール遅れ

現 在



上平田川水門の計画図

海側

山側

令和元年度、本体工事に着手（令和２年６月まで）

平成31年２月に基礎工事がしゅん工

令和２年３月から、防潮堤への摺り付け等の周辺
工事に着手（令和２年10月まで）

■上平田川水門は、最大規模の津波が発生した際に、上平田川からの居住エリアへの
浸水を防ぐため、平成２９年度より整備しています。

９

左岸

右岸

土砂浚渫

土砂浚渫
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◼ 整備状況写真

上平田川水門の整備状況について

河床部に堆積した土砂等の状況

水門本体部整備状況

R2.5.15撮影

R2.6.3撮影

山側

上平田川

海側
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下平田水門周辺の造成工事 整備内容概要図

■工事期間中は、車両通行の安全を考慮し、車両を迂回させながら整備いたします。

11街区

盛土範囲

2号緑地

1号緑地

下平田

水門

9-2街区

盛土範囲

下
平
田
川

※工事期間中、仮設橋の通行はできなくなります。

４．下平田水門周辺の造成工事について

下平田水門電気室

Ｒ2.6.3撮影
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下平田水門周辺の造成工事スケジュールについて

◼ 下平田水門周辺の造成工事は令和元年度後半から工事着手し、今年春頃の完成予定
でしたが、令和２年11月の完成予定となります。

【遅延理由】
・令和元年台風第19号被害により、関連する工事にも影響が生じて工程が遅延したため。

※各工事のスケジュールは、前後する可能性があります。

黄色部：前回まち協スケジュール 赤色部：スケジュール遅れ【令和２年５月時点のスケジュール】

整 地 工 事

道 路 工 事

令和元年度 令和２年度

8
工　　　事

9 10 122 3 4 5 6 71 11
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下平田水門周辺の造成工事 工事期間中の通行ルートについて

■工事期間中は、以下のような通行ルートとなります。

工事期間中は仮設橋の通行はできなくなります。
（2020年５月下旬～2020年11月下旬）

現行ルート

工事期間中のルート

臨時ルート

（６月上旬～８月末）



５．街区公園の整備状況について
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街区公園の整備箇所

〇区画整理事業では、令和２年度中に４つの街区公園を整備する計画です。
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１号公園の整備計画図

平田小学校
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２号公園の整備計画図

下
平
田
川
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３号公園の整備計画図

下
平
田
川



18

４号公園の整備計画図

旧釜石商業高校校庭



換地計画（案）のお知らせ

換地計画の縦覧及び決定

換地処分の通知

換地処分の公告

区画整理登記

清算金の徴収交付

工事や測量の結果による面積誤差や、整理前の土地と換地の評価額の過不足を金銭で清算
します。

法務局に登記されている地区内全ての土地と建物登記の表題部が、換地の町名、地番、
地目、地積等に書き換えられます。

「換地処分の通知」が完了すると、県知事が換地処分の公告を行います。

決定した換地計画の内容を、抵当権者等を含めた全ての権利者の皆様に通知いたします。

換地計画の内容を関係権利者の皆様に２週間縦覧します。
縦覧が完了しましたら、岩手県の認可を受けて換地計画が決定します。

換地計画の案を、土地所有者及び借地権者の皆様にお知らせいたします。

使用収益開始日の通知

従前の土地にかわり、仮換地の使用を開始できる日をお知らせいたします。

◼ 具体的な時期や詳細な内容については、実施時期に関係権利者の皆様にお知らせします。
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宅地造成工事の完了

宅地の造成後、測量・境界杭の設置を行います。（概ね２ヶ月程度）順次実施

令和2年８～９月頃

令和2年９～10月頃

令和2年11～12月頃

換地処分通知から
概ね3ヶ月後

換地処分の公告から
概ね3ヶ月後

令
和

年

度

２

土地区画整理事業の換地処分に向けた流れ

令
和

年

度

３

６．土地区画整理事業の換地処分に向けて（今後の流れ）



◼ 「換地計画（案）のお知らせ」は、換地計画の縦覧に先立ち、換地計画（案）の
内容を事前に土地所有者及び借地権者の皆様にお知らせするものです。

「換地計画」とは、整理前の土地と換地（整理後の土地）
の組み合わせや、権利関係のとりまとめ及び換地相互間の
不均衡を是正するための清算金を定めるもので、具体の内容
は以下のとおりです。

① 換地明細書
整理前の土地と換地の町名、地番、地目、地積、
所有権、借地権、抵当権等の権利関係

② 清算金明細書
整理前の権利価額と換地の権利価額及び清算金額

③ 換地図
換地の町名、地番、位置、形状

換地計画について

20

換地計画（案）のお知らせについて



換地計画の縦覧及び決定について
■「換地計画の縦覧」は、換地計画を決定するために、土地区画整理法に基づいて
換地計画を関係権利者の皆様に２週間縦覧に供するもので、縦覧期間中は換地計
画の内容を自由に見ることができます。

換地計画の決定

〇換地計画の縦覧

関係権利者のみなさまは、縦覧に供された換地計画について意見がある場合、縦

覧期間内に施行者に対して意見書を提出することができます。

〇換地計画の縦覧についての公告

換地計画の縦覧公告文により、縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間を公告します。

○換地計画（案）のお知らせ

「換地計画の縦覧」に先立ち、関係権利者の皆様に事前にお知らせし、希望者に

対して個別説明を行うものです。

換地計画決定までの流れ

※ただし、意見書が採択された場合、
換地計画の変更が生じます。

21



換地処分の通知及び公告について
■「換地処分の通知」は、決定した換地計画の内容を、関係権利者の皆様に通知する
ものです。

■全ての関係権利者に対して「換地処分の通知」が完了した後、県知事が「換地処分
の公告」を行います。

■換地処分の公告日以降、土地・建物の登記簿を書き換えるため、２～３ケ月程度、
登記に関する手続きや証明書交付事務が停止されます。

換
地
処
分
の

公
告
の
翌
日

・土地の地番が変更されます。

・清算金が確定します。
（徴収及び交付の手続きは、
区画整理登記後になります）

換地（新しい土地）にすべての権利が移行

換地処分の効果

・従前の土地の権利がすべて

換地に移行します。

（換地を定めなかった従前の

土地の権利は消滅します。）

22



B
150㎡

A
200㎡

D
350㎡

C
300㎡

従前地と等価な換地面積従前地の面積

実際の換地地積

従前地
面積

従前地と
等価な
換地面積

①

実際の
換地面積

②

過不足
面積
②－①

A
㎡

200
㎡

180
㎡

182
㎡

＋2

B
㎡

150
㎡

135
㎡

134
㎡

－1

C
㎡

300
㎡

270
㎡

273
㎡

＋3

D
㎡

350
㎡

315
㎡

311
㎡

－4

過不足を金銭で清算 ↑

B’
135㎡

A’
180㎡

D’
315㎡

C’
270㎡

B”
134㎡

A”
182㎡

D”
311㎡

C”
273㎡

◼ 工事や測量の結果による面積誤差や、整理前の土地と換地の評価額の過不足を
金銭で清算します。

23

清算金について



案
◼ 土地区画整理事業施行地区内の住所は「換地処分の公告の翌日」に変更されます。
◼ この変更に伴い、運転免許証や預金通帳などの住所を変更する手続きが必要となり

ます。
◼ 具体的な手続き方法についてまとめた「住所変更手続きのしおり」を、変更日の

１か月前までに対象者の皆様に配布いたします。

住所変更の手続きについて

◎市役所が変更するもの
・住民票、印鑑証明書

・国民健康保険被保険者証

・国民年金・厚生年金受給者の住所

・上下水道の住所

・土地・建物登記簿の表題部 など

◎対象者の方に変更をお願いするもの
・本籍（希望される方のみ）

・マイナンバーカード

・社会保険証

・厚生年金被保険者の住所

・自動車運転免許証

・電気・電話・ガス・テレビ

・預金通帳、生命保険、株式

・土地・建物登記簿の権利部 など

手続きが必要なものの例

○○

24



本籍の取り扱いについて

◼ 平田地区における戸籍簿の本籍地は「土地の地番」で表す方式となっています。
◼ 土地区画整理事業の換地処分による本籍変更は次のとおり取り扱います。

【新本籍の表示例】平田町１丁目１２３４番地

・ 本籍の変更は希望者のみ実施します。

※自動的には変更しません。

・ 土地区画整理事業により、消滅する地番を本籍として

いる方を対象者として、本籍の更正（変更）の申出に

ついてのご案内を送付します。

・ 希望される方は、ご案内に同封の「申出書」の提出を

お願いします。

25
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◼ 「津波浸水区域内」で対象と認められる土地・家屋の固定資産税は全額又は１／２
を減免することとしておりますが、令和元年度以降は復興事業が完了した地区
ごとに段階的に課税となります。

平田地区
未使用の
土地・家屋

使用している
土地・家屋

令和元年度 全額減免 1/2減免

令和２年度 全額減免 1/2減免

令和３年度
以降(見込)

課税（減免なし）
※復興事業の進捗状況により減免の継続を検討することを予定しています。

〇「津波浸水区域内」の課税時期の見込み

※詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。

固定資産税の取り扱いについて
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◼ 平田地区の仮設住宅に入居していた全世帯の退去が完了したことから、下記スケ
ジュールで解体作業を行います。なお解体後は、砕石を取り除き整地いたします。

〇「解体スケジュール」

※参考（R2.5月末現在）
市内全域 仮設団地 20団地 1,283戸

入居世帯数(人) 17世帯 45人

平田地区仮設住宅の解体スケジュール

仮設団地 戸数 解体時期

平 田
(旧釜商ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)

84 R2.10月～R3.3月

平田第2
(旧釜商野球場)

89 R2.6月～R2.9月

平田第6
(多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)

240 R2.6月～R2.9月

７．仮設住宅の解体スケジュールについて



下水道は、道路や公園のように不特定多数の方が利用できるものでは
なく、処理区域内の方しか利用できません。

この為、下水道の建設費を全て公費でまかなうと、利用できない方に
も負担を掛ける為、公平を欠いてしまいます。

そこで、下水道整備費の一部を処理区域の方に負担していただくこと
で負担の公平を図ろうというのが受益者負担金制度です。

下水道整備時期に一度だけ負担していただくことになります。

受益者負担金額は、土地の面積に１㎡当たり３５０円を乗じて算
出した額です。

下水道受益者負担金

８．下水道受益者負担金について

28
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受益者となる方

下水道整備区域内の土地所有者、
建物所有者が対象となります。

受益者申告書の提出

対象者には、令和３年２月頃
「下水道受益者申告書」を送付し
ます。

受益者負担金の徴収猶予

下水道に接続する予定がない土
地は徴収を猶予します。

受益者負担金の賦課

令和３年６月頃を予定していま
す。負担金は５年で分割し、年４
回で納めます。(一括納付可)

【問合せ先 市下水道課 ℡0193-22-1061】



沿岸広域振興局土木部

平田の沢(4)

砂防激甚災害対策特別緊急事業

事業概要
（令和２年６月）

30

９．砂防激甚災害対策特別緊急事業事業概要について



仮設団地
県営平田アパート

市道

Ｎ

土砂流出

土砂流出

土砂堆積

Ｒ1.10.16撮影被害状況
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被害状況(市道より上流部)

32

被害状況(市道より下流部)



Ｒ1.10.16撮影砂防計画

砂防堰堤

砂防堰堤(床固め)

Ｎ

仮設団地 33



砂防堰堤の働き

34

① 通常 ② 砂防堰堤

③ 土石流の捕捉 ④ 除石



完成イメージ

岩泉町二升石 松橋の沢(5)
35
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R４ R５

地権者調査

測量

地質調査

設計

用地測量

用地交渉

工事

R２ R３内　容

スケジュール

・６月～測量作業を開始し、順次進めていきます。
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